
　2024年4月より、医師に対する時間外労働の上限規制が適用となります。年間960時間以下の「A水準」を原則とし、地域の医
療提供体制の確保のために暫定的に認められる「B・連携B水準」、集中的な技能向上のため認められる「C水準」として、年間
1,860時間・月100時間未満（例外あり）の上限時間の枠組みが適用され、各医療機関における医師の労働時間の短縮を計画的
に進める必要があり、全ての勤務医の年間の時間外・休日労働時間数を2024年4月までに960 時間又は1,860 時間以内とする必
要があります。
　さらに、「医師の働き方改革に関する検討会」報告書及び「医師の働き方改革の推進に関する検討会」中間とりまとめにおいて
は、地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準（連携B・B水準）を2035年度末までに廃止することについて
検討することとされており、2035年度末に向けては、より一層の労働時間の短縮の取組みが求められます。このため、2024年4月
の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始及び2035年度末の連携B・B水準の廃止目標に向けて、医師の健康確保と地
域の医療提供体制の確保を両立しつつ、各医療機関における医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく必要があります。今回
のセンターニュースでは、医師の働き方改革に関するスケジュール、各病院で求められる取組み等を掲載しておりますので、お取
組みされる際にご参考ください。

京都医療労務管理相談コーナー
TEL 075-354-8844　FAX 075-354-8834

京都府医療勤務環境改善支援センター
TEL 075-354-8830　FAX 075-354-8834

業務時間
場　　所　

月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）９時30分～ 17時30分
COCON烏丸８階（京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地）

運営受託 ： 一般社団法人　京都私立病院協会

京都府医療勤務環境
改善支援センター
京都府医療勤務環境
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「京都いきいき働く医療機関認定制度」
～働きやすい働きがいのある職場として、「市立福知山市民病院」を新たに認定！～

いきいき働く認定医療機関 （基本認定：令和4年7月末現在）
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　当センターでは、平成29年1月から「京都いきいき働く医療機関認定制度」を開始しました。
　職員一人ひとりがいきいきと輝ける職場づくりに取組むことを宣言し、勤務環境改善に取組む病院を当センターが認定します。
　本制度により、自院の勤務環境における課題が明確になり、認定取得に向けた取組みを通じて職員のモチベーションを高め、さらには
認定取得により働きがい・働きやすさを広くアピールすることで、人材確保・定着に繋がります。
　令和4年7月20日（水）の京都いきいき働く医療機関認定審査会において、「市立福知山市民病院」が基本認定50項目の達成基準を
満たしていると判断し、働きやすい働きがいのある職場である「いきいき働く基本認定医療機関」として新たに認定されました。
　認定までには、病院において当センターによる実施確認が必要となります。実施確認は基本認定申請書の到着順で行いますので、達成
基準を満たした病院は申請書を当センターまでご提出ください。
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綾部市立病院
稲荷山武田病院
京都博愛会病院
学研都市病院
脳神経リハビリ北大路病院
京都回生病院
木津屋橋武田病院介護医療院
嵯峨野病院
京都南西病院
十条武田リハビリテーション病院
北山武田病院
賀茂病院
京都きづ川病院
宇多野病院
洛和会丸太町病院
洛和会音羽病院
洛和会音羽記念病院
洛和会音羽リハビリテーション病院
洛和会東寺南病院
身原病院
洛西シミズ病院
洛西ニュータウン病院
医仁会武田総合病院
武田病院
伏見岡本病院

京都岡本記念病院
亀岡病院
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市立福知山市民病院
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京都ならびがおか病院
なごみの里病院
冨田病院
綾部ルネス病院
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京都東山老年サナトリウム
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京都からすま病院
京都済生会病院
京都大原記念病院
京都八幡病院
同志社山手病院
京都市立京北病院
京都近衛リハビリテーション病院
みのやま病院
桃仁会病院
ムツミ病院介護医療院

　令和4年7月末現在、97病院が宣言され、認定取得に向けて勤務環境改善への取組みを開始されています。
　宣言書は、随時受付中です。未宣言の病院は、まずは「いきいき働く医療機関宣言書」をセンターに提出しましょう。

※表示はセンターへの宣言書到着順いきいき働く宣言医療機関 （令和4年7月末現在）

〜勤務環境改善で人材確保・定着へ。
改善に向けてまずは宣言を！〜

「いきいき働く医療機関宣言」 受付中！ 

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導

義務

休息時間の確保
努力義務

義務

960時間
1.860時間
※2035年度末を
目標に終了

1.860時間

A

連携B

B

C-1

C-2

（一般労働者と同程度）

（医師を派遣する病院）

（救急医療等）

（臨床・専門研修）

（高度技能の修得研修）
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令和4年8月：特別支援事業による病院訪問（2病院）

医療機関を対象とした勤務環境改善に関する研修会等を開催します。

勤務環境改善に関する研修会等の実施

「京都いきいき働く医療機関認定制度」を推進し、医療機関へ勤務環
境改善マネジメントシステムの導入の促進を図ります。

勤務環境改善推進員および社会保険労務士等のアドバイザーを直
接、医療機関へ派遣し、現状の勤務環境の把握、勤務環境改善に関
する相談・支援を行っています。
●令和4年7月：病院訪問（2病院）
                    特別支援事業による病院訪問（2病院）

医療機関への病院訪問

医療機関の勤務環境に係る実態把握

随時医業経営や労務管理のアドバイザーが医療機関からの勤務環境改善に関する相談、
照会等に対応すると共に、ニーズに応じて医療機関に勤務環境改善推進員、社会保険労
務士等のアドバイザーを派遣し、勤務環境改善のための取組みの支援を行っています。

勤務環境改善に取組む医療機関への
個別支援・相談対応等

月
の
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動
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Ⅰ  医師の時間外労働規制について

・各水準の時間外労働規制、勤務間インターバル、追加的健康確保措置等は以下の通りとなります。

Ⅱ  2024年 4月に向けたスケジュール

【参考】 医師労働時間短縮計画

・連携 B・B・C水準の指定申請には、医師労働時間短縮計画を作成し、評価センターの評価を受けることが必要です。
・評価センターによる書面調査から都道府県承認までは、必要書類提出から6ヵ月近く要するとされていますので、
  指定を希望される場合はお早めにご提出下さい。

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

一般則 2024年 4月～
将来

（暫定特例水準の解消
（=2035年度末を目標）後）

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間6か月まで

（原則）
1か月45時間
1 年 360時間

年960時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年960時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

将来に向けて
縮減方向

A：診療従事勤務医に
2024年度以降
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連携 B B C-1 C-2

C-1A C-2

C-1：臨床研修医・専攻医が、研修プ
ログラムに沿って基礎的な技術や能力
を習得する際に適用
※本人がプログラムを選択
C-2：医籍登録後の臨床従事 6 年目以
降の者が、高度技能の育成が公益上必
要な分野について、指定された医療機
関で診療に従事する際に適用
※本人の発意により計画を作成し、医
療機関が審査組織に認証申請

連続勤務時間制限28時間・勤務
間インターバル9時間の確保・
代償休息のセット（努力義務）

※実際に定める36協定の上限
時間数が一般則を超えない場
合を除く。

連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル9
時間の確保・代
償休息のセット
（義務）

連続勤務時間制限
28時間・勤務間イ
ンターバル9時間の
確保・代償休息の
セット（義務）

※臨床研修医につ
いては連続勤務時間
制限を強化して徹底

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間インター
バル9時間の
確保・代償休
息のセット（義
務）

連続勤務時間制限
28時間・勤務間イ
ンターバル9時間の
確保・代償休息の
セット（努力義務）

※実際に定める36協定
の上限時間数が一般則
を超えない場合を除く。

※この（原則）については
　医師も同様

※連携 Bの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年 960時間以下。

※あわせて月 155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

時間外・休日労働が年960時間以下の
医師のみの医療機関は都道府県の指定不要時短計画案の作成

都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成

審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技術の教育研修環境を審査

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価
労働時間実績や時短の取組み状況を評価

都道府県による特例水準対象医療機関の指定
（医療機関からの申請）

地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断

※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取組むよう努め、
　その時短計画に基づく取組み（PDCA）に対して都道府県が支援
※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取組むよう努め、
　その時短計画に基づく取組み（PDCA）に対して都道府県が支援

※第三者評価に関する規定は
　2022年4月施行
※第三者評価に関する規定は
　2022年4月施行

※開始年限は、臨床研修部会等において検討※開始年限は、臨床研修部会等において検討

※審査組織における審査に関する規定は 2022年4月施行※審査組織における審査に関する規定は 2022年4月施行

※都道府県の指定に関する事前
　準備規定は 2022年4月施行
※都道府県の指定に関する事前
　準備規定は 2022年4月施行

連携B水準

連携B水準 B水準

C-1 水準 C-2 水準

C-1 水準

C-2 水準

C-1 水準

C-2 水準

B水準

臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示

特例水準の指定を受けた
医療機関

▶時短計画に基づく取組み
▶特例水準適用者への追加的
　健康確保措置
▶定期的な時短計画の見直し、
　評価受審

※一医療期間は一つ又は複数の水準の指定
※特例水準は、指定の対象となった業務に
   従事する医師に適用される。

　労働基準監督署長の許可を受けた場合には、その許可の範囲で労働基準法上の労働時間規制が適用除外
となります。2024年4月から開始される医師の時間外・休日労働上限規制において、医師の宿日直許可の取
得は重要な課題とされています。
　以下のポイントをご確認いただき、申請に向けてご準備頂きますようお願い致します。

　定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とする働き方が対象となります。
　なお、始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うなど、通常の労働の
継続は、原則として許可の対象となりません。

　宿日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して
支払われている賃金の一人 1日平均額の 1/3 以上である必要があります。

　宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回が限度となります。

医師、看護師等の宿日直許可基準について

①通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものである必要があります。
②宿日直中に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ります。
③宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ることが必要です。
④上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていることが必要です。
※宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能です。
　（深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみといった許可も可能です）

宿日直勤務にあたっての留意事項

　宿日直許可を得て宿日直勤務を行っていましたが、宿日直勤務中に、突発的な事故による緊急対応等、本来
通常の勤務時間に従事するような業務が発生したのですが、どのような対応が必要でしょうか。

　労働基準監督署長から許可を得た宿日直勤務中であっても、通常の勤務時間と同態様の業務に従事した時間
については、労働基準法36条による時間外労働の手続をとり、また、労働基準法37条の割増賃金を支払う必
要があります。

　労働基準監督署長から宿日直許可を得た後は、どのようなことに気をつければいいですか。

　許可の際には、労働基準監督署から、「断続的な宿直又は日直勤務許可書」というものが交付されますが、
この許可書には宿日直の回数などの内容に関する「付かん」が記載されておりますので、この「付かん」の内
容にのっとった宿日直勤務を行う必要があります。
　なお、許可を得た後も、宿日直勤務は許可基準に適合するよう実施する必要があります。
　例えば、許可後の人員の異動や業務内容の変更に伴い、宿日直中に通常勤務時間と同態様の業務に従事す
ることが常態となっている場合には、勤務内容の見直しを行っていただく等の対応が必要になります。

常態として、ほとんど労働をする必要のないことポイント１

ポイント2

ポイント3

宿日直手当について

宿日直の回数について

宿日直許可について

参 考

・2024年度以降の計画の案
　（取組み実績と2024年度以降の取組み目標を記載）の作成が必要

連携 B・B・C水準の指定を目指す医療機関

・2024年度以降の計画の場合
・・計画始期：2024年 4月1日
・・計画終期：始期から5年を超えない範囲内で任意の日

計画期間

・2023年度末までの計画の
　作成に努めることとされている（努力義務）

・2023年度末までの計画の場合
・・計画始期：任意の日
・・計画終期：2024年3月末日
・なお、できる限り早期に労働時間短縮に向けた取組みに着手するため、
　計画始期についてはできる限り早期が望ましい。

現に、A水準超の医師が所属する医療機関（指定を受ける予定がなくとも）

計画期間

●今後のスケジュール


